
家事事件記録の編成について

平成24年12月1 1日総三第000339号高等裁判所長官，家庭

裁半'断長あて事務総長通達

改正平成26年2月12日総三第29号

家事事件記録の編成について下記のとおり定めましたので， これによってください。

記

第1 総則

l 遺産のう落ﾘの審半l厚件又は調停事件稼事事件手続法（平成23年法律第52号。以下「法」とい

う。 ）月I俵第二の十二の項の事項についての謡lj事件又は調停事件をいう。第5の2α11こおいて同

じ。 ）及び寄与分を定める処分の審判事件又は調停事件（同表の十四の項の事項についての審判事件

又は調停事件をいう。第5の2ml)において同じ。 ）の記録の編成は，第2の3分方式による。

2 1の審判事件以外の法月|俵第二に掲げる事項についての審判事件及び1の調停事件以外の家事調停

事件の記録の編成は，事案に応じて，第2の3分方式又は第3の2分方式による。

3 1及び2の事件以外の家事事件の記録の編成は，事案に応じて，第2の3分方式若しくは第3の2

分方式の例により，又は第4の非分害防式による。

第2 3分方式による編成方法

事件関係書類は,次のとおり3分して編成する。

’ 第1分類(手続関係書類）

第1分類を調書群，審判書群及び申立書群の3群に分け，その順につづる。

(1)調書群

この群には，手続の経過を明らかにする次のような書類を編年体によりつづり込む。ただし，

調停条項案の諾否に関する書類は，その案に関するものを当該案の直後に一括してつづり込む。

事件経過表，期日調書，期日指定書期日変更決定書，合議体で審判をする旨の決定書調停

に付する旨の決定書，手続の併合又は分離の決定書手続の中止及び同中止の取消し決定書審

理を終結する日及び審判（これに代わる裁判を含む。 ）をする日を定める旨の決定書，法第27

0条第1項の調停条項案及びその諾否に関する書類並びに法別表第二に掲げる事項についての調

停事件の調停不成立調書

（2）審判書群

この群には，審判（これに代わる裁判を含む。 ）若しくは調停の終了を明らかにし，又はこれ



らに付随する次のような書類をつづり込む。

審判書（審判に代わる裁判の裁判書を含む。以下同じ。 ） ，調停成立調書調停不成立調書（

(1め調書群につづるものを除く。 ) ,審判書又は調停成立調書の更正決定書，審判又は調停の申

立ての取下書（取り下げる旨を記載した期日調書を含むd) ,同取下げに対する同意書，調停を

しない旨の処分を記載した書面申立害却下命令書抗告却下決定書即時抗告権放棄書合意

に相当する審判（これに代わる裁判を含む。 ）又は調停に代わる審判（これに代わる裁判を含む。

）に対する異議申立権放棄書調停に代わる審判（これに代わる裁判を含む。 ）に服する旨の共

同の申出書,家事事件手続繩ﾘ (平成24年最高裁判所繩l院8号｡以下｢規則｣という｡ ）第

133条第2項に規定する家事審判事件が終了した旨の通知書， この群につづる裁判害等の正本

又は謄本の送達報告書及び取下書副本送達報告書

（3） 申立書群

この群には，当事者及びその主張を明らかにする次のような書類を，関連するものごとに一括

し，編年体によりつづり込む。

審判又は調停の申立書，主張を記載した書面受継の申立書封ﾛの申出書排除の決定書

脱退届申立ての変更の申立書合意に相当する審判（これに代わる裁判を含む。 ）又は調停に

代わる審判（これに代わる裁判を含む。 ）に対する異議申立書， この群につづる申立蓋己載の申

立てに対する裁判害《2め審判書群につづるものを除く。 ） ，同申立ての取下害《2め審判書群

につづるものを除く。 ）及び同申立ての疎明書類

2第2分類（証拠関係書類）

第2分類を事実の調査関係書類群及び証拠調べ関係書類群の2群に分け，その順につづる。

(1)事実の調査関係書類群

この群には，当事者等から提出された戸籍の謄本及び抄本，住民票の写し等の身分関係書類，

藍己事項証明書，固定資産評価証明書等の収入，財産等に関する資料，陳述害等のほか，次のよ

うな審問関係書類，家庭裁判所調査官による調査関係書類，嘱託関係書類（3a1切イの嘱託書

又は照会害の控えを除く。 ）等の証拠関係書類《2胆証拠調べ関係書類群につづるものを除く。

）を，関連するものごとに一括し，編年体によりつづり込む。この場合においては，必要に応じ

て提出者ごとにまとめてつづり込むこともできる。

審問調書家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補が作成した調査報告書調査嘱託又は書

面による照会に対する回答書送付を受けた共助事件記録のうち受託裁判官がした事実の調査の

結果を記載した調書及び鑑定関係書類

(2)証拠調べ関係書類群

この群には，法第64条において準用する民事訴訟法（平成8年法律第109号）の規定及び



規則第46条において準用する民事訴訟規則（平成8年最高裁判所規則第5号）の規定により申

出のあった証拠調べに関する書類及び裁判所が職権でした証拠調べに関する書類を，平成9年7

月16日付け最高裁総三第77号事務総長通達「民事訴悲己録の編成について」記la2切例に

よりつづり込む。

3第3分類（その他の書類）

(1)第3分類には, 1の第1分類及び2の第2分類につづる書類以外の次のような書類をア及びイに

分け，その順に，かつ，関係書類ごとに編年体によりつづり込む。ただし，差戻し，移送及び回

付に伴い送付を受けた記録送付書は第3分類の冒頭に，審判（これに代わる裁判を含む。 ）以外

の裁判に対する抗告事件関係書類はイの末尾につづり込む。

ア代理及び資格証明関係書類

手続代理人又は法定代理人の代理権を証する書面及び当事者又は代表者の資格を証する書面

並びにこれらの関係書類

イその他の書類

管轄に関する書類,送付を受けた共助事件記録に関する書類（2の第2分類につづるものを

除く。 ） ，移送申立書移送決定正本，手続上の救助関係書類，手続の併合又は分離の申請書

期日の指定又は変更の申請害，送達場所等の届出害，審判書又は調停成立調書の更正決定の申

立書嘱託書又は照会害の控え，繩l｣第33条において準用する民事訴訟繩朧68条第2項

の証人等の陳述を記載した書面，記録送付害，上訴関係書類，送達報告書（la2切審判書群

につづるものを除く。 ） ，期日請書，補正命令書，記録の正本又は謄本の送達又は交付の申請

害，事件に関する事項の証明の申請書記録閲覧謄写関係書類，手続費用関係書類及び審判（

これに代わる裁判を含むb )以外の裁判に対する抗告事件関係書類

(2) 1の第1分類， 2の第2分類又は(1めア若しくはイにつづるべき書類のうち，当事者等から開示

しないことを希望する旨の申出（以下「非開示の申出」という。 ）がされた書類については, 1,

2及叡1め定めにかかわらず，第3分類の末尾に(1めア及びイにつづる書類と区別してつづり込

む。

2分方式による編成方法

事件関係書類は，次のとおり2分して編成する。

第3

1 第1分類（手続関係書類及び証拠関係書類）

第1分類を調書群，審判書群， 申立害及び事実の調査関係書類群並びに証拠調べ関係書類群の4

群に分け，その順につづる。

(1)調書群

第2のlalめ定めによる。



（2）審判書群

第2のla2め定めによる。

（3） 申立書及び事実の調査関係書類群

この群には，第2のlの(3切申立書群及び同2の(1切事実の調査関係書類群につづる書類を，

関連するものごとに一括し，編年体によりつづり込む。この場合においては，必要に応じて提出

者ごとにまとめてつづり込むこともできる。

（4）証拠調べ関係書類群

第2の2a2め定めによる。

2第2分類（その他の書類）

(1)第2分類には, 1の第1分類につづる書類以外の次のような書類をア及びイに分け，その順に，

かつ，関係書類ごとに編年体によりつづり込む。ただし，差戻し，移送及び回付に伴い送付を受け

た記録送付書は第2分類の冒頭に，審判（これに代わる裁判を含む。 ）以外の裁判に対する抗告事

件関係書類はイの末尾につづり込む。

ア第2の3αlめアの書類

イ第2の3回1めイの書類

（2） 1の第1分類又は(1めア若しくはイにつづるべき書類のうち，当事者等から非開示の申出がされ

た書類については, 1及加め定めにかかわらず，第2分類の末尾に(1めア及びイにつづる書類と

区別してつづり込むb

4非分割方式による編成方法

l事件関係書類は，編年休によりつづり込む。この場合において，関連する書類は，一括してつづり

込むことができる。

2当事者等から非開示の申出がされた書類については， 1の定めにかかわらず，識景の末尾にその他

の書類と区別してつづり込む。

う その他

l 目録及び丁数

（1）遺産の分割の審判事件（湖|陵第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。 ）及び寄与分

を定める処分の審判事件（同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。 ）について抗告があ

った場合において，事件記録を抗告審に送付するときは，別紙様式第1により記録目録を作成する。

ただし，事務の効率的な処理を図るために必要な場合には，ワードプロセッサーによる作成に便宜

な様式等これと異なる様式によることも差し支えない。

(2) (1め審判事件以外の家事審判事件について抗告があった場合において，事件記録を抗告審に遡寸

する場合に，担当裁判官が事件の内容及び記録の実状に鑑みて特に必要があると認めて目録の作

第4

第5



成を指示したときは，第2の3分方式又は第3の2分方式により編成された記録については別紙

様式第1により，第4の非分割方式により編成された記録については別紙様式第2により記録目

録を作成する。ただし，事務の効率的な処理を図るために必要な場合には，ワードプロセッサー

による作成に便宜な様式等これらと異なる様式によることも差し支えない。

（3）抗告審に送付する事f信己録には丁数を付する。この場合において，丁数は，事件記録ごとに一連

とし，審判書には下部右欄外に，その他の書類には上部右欄外に付する。

2併合事件記録等の取扱い

(1)併合された事件記録は，併合した事件記録に淵寸する。ただし，寄与分を定める処分の審判事件

又は調停事件の記録は， これを併合した遺産の分割の審判事件又は調停事件の記録と一括し， こ

の通達に定める分類及び区分ごとに整理してつづる。

（2）法別表第二に掲げる事項についての調停事件が法第272条第1項の規定により終了した場合に

おいて，同条第4項の規定によりその申立ての時に当該事項についての家事審判の申立てがあっ

たものとみなされたとき，同表に掲げる事項についての審判事件が係属する裁判所が法第274

条第1項の規定により事件を調停に付した場合において，法第272条第1項の規定によりその

家事調停事件が終了したとき，又は同表に掲げる事項についての調停に代わる審判が法第286

条第5項の規定により効力を失った場合において，同条第7項の規定により家事調停の申立ての

時に当該事項についての家事審判の申立てがあったものとみなされたときは，調停事件記録につ

づられている書類のうち，家事審判事件が係属する裁判所が事実の調査をした書類については，

この通達に定める分類及び区分ごとに整理して審判事件記録につづり込み，当該書類以外の書類

については，勢'｣事件言識の末尾につづり込む。

（3）法別表第二に掲げる事項についての審判事件がｲ調言する裁判所が法第274条第1項の規定によ

り事件を調停に付した場合において，同条第3項の規定によりその家事調停事件を自ら処理する

こととしたときは，審判事件記録は，当該家事調停事件の係属中は調停事件記録に添付し，当該

家事調停事件が終了したとき（法第272条第1項の規定により終了したときを除く。 ）は調停

事件記録の第1分類の直前に一括してつづり込む。

（4）審判（これに代わる裁判を含む。 ）に関する抗告事峠己録が第一審裁半価に送付された場合には，

次のとおり取り扱う。

ア抗告事件記録は，原審事儒己録の末尾につづる。

イ審判（これに代わる裁判を含む。 ）について破棄差戻しの決定があった場合には，新たに第

一審事件記録を作成し， これにアの定めによりつづられた事件記録を添付する。

ウ抗告審において，抗告事件が調停に付され，調停の成立又は調停に代わる審判に代わる裁判

により終局した場合には，抗告事件記録の末尾に抗告審における調停事件記録をつづり， これ



をアのとおり原審事件記録の末尾につづる。

付記

l 実施

この通達は，法の緬丁の日（平成25年1月1日）から実施する。

2経過措置

(1) この通達の実施の際現に係属している家事事件の記録の編成については，平成24年12月1 l日

付け最高裁総匡第000338号事務総長通達「塚事事件識最の編成について」の廃止について」による

廃止前の平成12年3月17日付け最高裁総三第37号事務総長通達「家事事儒己録の編成につい

て」の例によることができる。

(2) (1め家事事件に対するこの通達の適用に関しては，非訟事件手続法及び家事事件手続法の嗣子に伴

う関係法律の整備等に関する法律（平成23年法律第53号）第4条の規定によりその手続について

なお従前の例によることとされる同法第3条の規定による廃止前の家事審判法（昭和22年法律第1

52号。以下「旧法｣という。 ）第9条第1項乙類に掲げる事項（同項乙類第2号，第8号（民法第

877条に係る事項を除く。 ）及び第9号に掲げる事項を除く。 ）についての審判事件又は調停事件

（他の法令の規定により旧法の適用に関して旧法第9条第1項乙類に掲げる事項とみなされていた処

分に係る事件を含む。 ）を湖I辰第二に掲げる事項についての審判事件又は調停事件とみなす。

付記（平26. 2. 12総三第29号）

この通達は，平成26年4月1日から実施する。



(別紙様式第1）

’

深の場舎 の円転

家庭裁判所 記録冊数 冊 総丁数 丁

分類名 文書の標目等 初 丁 数 等 備 考

第1分類 調 書 群

審 判 書 群

申 立 書 群

第2分類 事実の調査関係書類群

証拠調べ関係書類群

第3分類 委任状（ ）

非開示の申出がされている書類

調停事件記録



(別紙様式第2）

家庭裁判所 記録冊数 冊 総丁数 丁

文書の標目 初丁数等 備 考



子の返還に関する事件の記録の編成等について

平成26年2月1 2日総三第28号高等裁判所長官，家庭

裁判所長あて事務総長通達

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律（平成25年法律第4

8号。以下「法」という。 ）第29条に規定する子の返還に関する事件（以下「子の返還に

関する事件」という。 ）の記録の編成及び法第5条第4項（第2号に係る部分に限る。 ）の

規定により外務大臣から提供を受けた相手方又は子の住所又は居所が記載された書類（以下

「住所等表示部分を含む書類」という。 ）の編てつ（子の返還に関する事件におけるものを

除く。 ）について下記のとおり定めましたので， これによってください。

記

第1 子の返還に関する事件の記録の編成

1 総則

（1） 子の返還申立事件（法第26条の規定による子の返還の申立てに係る事件をいう。

以下同じ。 ）の記録の編成は， 2の3分方式による。

（2） 子の返還申立事件以外の子の返還に関する事件の記録の編成は，事案に応じて， 2

‘ の3分方式の例により，又は3の非分割方式による。

2 3分方式による編成方法

事件関係書類は，次のとおり3分して編成する。

（1） 第1分類（手続関係書類）

第1分類を調書群，終局決定書群及び申立書群の3群に分け， その順につづる。

ア調書群

この群には，手続の経過を明らかにする次のような書類を編年体によりつづり込

む。ただし，和解条項案の諾否に関する書類は， その案に関するものを当該案の直

後に一括してつづり込む。



事件経過表，期日調書，期日指定書期日変更決定書，合議体で決定をする旨の

決定害，家事調停に付する旨の決定害，手続の併合又は分離の決定書手続の中止

及び同中止の取消し決定書審理を終結する日及び裁判をする日を定める旨の決定

，書，法第100条第1項において準用する民事訴訟法（平成8年法律第109号）

第264条の和解条項案及びその諾否に関する書類並びに和解条項の裁定を求める

旨の申立害

イ終局決定害群

この群には，子の返還申立事件の終了を明らかにし，又はこれに付随する次のよ

うな書類をつづり込む。

終局決定の裁判書和解調書終局決定の裁判書又は和解調書の更正決定害，子

の返還の申立ての取下害（取り下げる旨を記載した期日調書を含む。 ） ， 同取下げ

に対する同意書， 申立害却下命令書，抗告却下決定害，即時抗告権放棄書， 国際的

な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関す

る事件の手続等に関する規則（平成25年最高裁判所規則第5号。以下「規則」と

いう。 ）第92条に規定する子の返還の申立ての取下げの擬制の通知書， この群に

つづる裁判書等の正本又は謄本の送達報告書及び取下害副本送達報告書

ウ申立書群

この群には， 当事者及びその主張を明らかにする次のような書類を，関連するも

のごとに一括し，編年体によりつづり込む。

子の返還申立書，答弁書，主張を記載した書面，和解の無効を理由とする期日指

定申立書，受継の申立書，参加の申出書，排除の決定害， 申立ての変更の申立害，

この群につづる申立書記載の申立てに対する裁判書（イの終局決定書群につづるも

のを除く。 ） ， 同申立ての取下書（イの終局決定書群につづるものを除く。 ）及び

同申立ての疎明書類

(2) 第2分類（証拠関係書類）

第2分類を事実の調査関係書類群及び証拠調べ関係書類群の2群に分け， その順に



つづる。

ア事実の調査関係書類群

この群には， 当事者等から提出された戸籍の謄本及び抄本， 出生証明書等の身分

関係書類，陳述書，法第87条の不法を証する文書等のほか，次のような審問関係

書類，家庭裁判所調査官による調査関係書類，嘱託関係書類（(3)のアの(ｲ)の嘱託書

又は照会書の控えを除く。 ）等の証拠関係書類（イの証拠調べ関係書類群につづる

ものを除く。 ）を，関連するものごとに一括し，編年体によりつづり込む。 この場

合においては，必要に応じて提出者ごとにまとめてつづり込むこともできる。

審問調書家庭裁判所調査官又は家庭裁判所調査官補が作成した調査報告書，調

査嘱託又は書面による照会に対する回答害，送付を受けた共助事件記録のうち受託

裁判官がした事実の調査の結果を記載した調書及び鑑定関係書類

イ証拠調べ関係書類群

この群には，法第86条第1項において準用する民事訴訟法の規定及び規則第4

6条第1項において準用する民事訴訟規則（平成8年最高裁判所規則第5号）の規

定により申出のあった証拠調べに関する書類及び裁判所が職権でした証拠調べに関

する書類を，平成9年7月16日付け最高裁総三第77号事務総長通達「民事訴訟

記録の編成について」記lの(2)の例によりつづり込む。

(3) 第3分類（その他の書類）

ア第3分類には, (1)の第1分類及び(2)の第2分類につづる書類以外の次のような書類

を例及び〃)に分け， その順に，かつ，関係書類ごとに編年体によりつづり込む。ただ

し，差戻し，移送及び回付に伴い送付を受けた記録送付書は第3分類の冒頭に，終局

決定以外の裁判に対する抗告事件関係書類は(ｲ)の末尾につづり込む。

（ｱ） 代理及び資格証明関係書類

手続代理人又は法定代理人の代理権を証する書面及び当事者又は代表者の資格

を証する書面並びにこれらの関係書類

（ｲ） その他の書類



管轄に関する書類，送付を受けた共助事件記録に関する書類（(2)の第2分類に

つづるものを除く。 ） ，移送申立書，移送決定正本，手続上の救助関係書類，手

続の併合又は分離の申請害，期日の指定又は変更の申請害，送達場所等の届出書，

終局決定の裁判書又は和解調書の更正決定の申立書，嘱託書又は照会書の控え，

規則第23条において準用する民事訴訟規則第68条第2項の証人等の陳述を記

載した書面記録送付害，上訴関係書類，送達報告書((1)のイの終局決定害群に

つづるものを除く。 ） ，期日請書，補正命令書，記録の正本又は謄本の送達又

は交付の申請書，事件に関する事項の証明の申請書，記録閲覧謄写関係書類，手

続費用関係書類及び終局決定以外の裁判に対する抗告事件関係書類

/r (1)の第1分類, (2)の第2分類又はアの例若しくは(ｲ)につづるべき書類のうち， 当

事者等から開示しないことを希望する旨の申出（以下「非開示の申出」という。 ）

がされた書類及び住所等表示部分を含む書類については, (1), (2)及びアの定めにか

かわらず，第3分類の末尾にアの㈲及び州につづる書類と区別してつづり込む。

3非分割方式による編成方法

(1) 事件関係書類は，編年体によりつづり込む。 この場合において，関連する書類は，

一括してつづり込むことができる。

（2） 当事者等から非開示の申出がされた書類及び住所等表示部分を含む書類について

は， (1)の定めにかかわらず，記録の末尾にその他の書類と区別してつづり込む。

4 その他

(1) 目録及び丁数

ア子の返還申立事件について抗告があった場合において，事件記録を抗告審に送付

するときは，別紙様式第1により記録目録を作成する。ただし，事務の効率的な処

理を図るために必要な場合には， ワードプロセッサーによる作成に便宜な様式等こ

れと異なる様式によることも差し支えない。

イ子の返還申立事件以外の子の返還に関する事件について抗告があった場合におい

て，事件記録を抗告審に送付する場合に，担当裁判官が事件の内容及び記録の実状



に鑑みて特に必要があると認めて目録の作成を指示したときは， 2の3分方式によ

り編成された記録については別紙様式第1により， 3の非分割方式により編成され

た記録については別紙様式第2により記録目録を作成する。ただし，事務の効率的

な処理を図るために必要な場合には， ワードプロセッサーによる作成に便宜な様式

等これらと異なる様式によることも差し支えない。

ウ抗告審に送付する事件記録には丁数を付する。 この場合において，丁数は，事件

記録ごとに一連とし，終局決定の裁判害及び和解調書には下部右欄外に，その他の

書類には上部右欄外に付する。

(2) 併合事件記録等の取扱い

ア併合された事件記録は，併合した事件記録に添付する。

イ終局決定に関する抗告事件記録が第一審裁判所に送付された場合には，次のとお

り取り扱う。

（ｱ） 抗告事件記録は，原審事件記録の末尾につづる。

㈹終局決定について破棄差戻しの決定があった場合には，新たに第一審事件記録

を作成し， これに(ｱ)の定めによりつづられた事件記録を添付する。

第2 子の返還の強制執行に係る事件等における住所等表示部分を含む書類の編てつ

1 子の返還の強制執行に係る事件及び子との面会その他の交流の強制執行に係る事件に

おける住所等表示部分を含む書類については，記録の末尾にその他の書類と区別してつ

づり込む。

2 子との面会その他の交流に関する家事事件における住所等表示部分を含む書類につい

ては，平成24年1 2月1 1日付け最高裁総三第000339号事務総長通達「家事事件記録

の編成について」の定めにかかわらず， 当該事件の記録について， 同通達に定める当事

者等から非開示の申出がされた書類と同じ分類及び区分につづり込む。

付記

この通達は，法の施行の日（平成26年4月1日）から実施する。



(別紙様式第1)

家庭裁判所 記録冊数 冊 総丁数 丁

分類名 文書の標目等 初 丁 数 等 備 考

第1分類 調 書 群

終局決定書群

申 立 書 群

第2分類 事実の調査関係書類群

証拠調べ関係書類群

第3分類 委任状（ ）

非開示の申出がされている書類
及び住所等表示部分を含む書類



(別紙様式第2）

家庭裁判所 記録冊数 冊 総丁数 丁

文書の標目 初丁数等 備 考

非開示の申出がされている書類
及び住所等表示部分を含む書類


